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転換社債型新株予約権付社債の転換価額に係る算式の決定に関するお知らせ    

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成25年８月27日に公表しました130％コールオプション条項付第

２回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株

予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。）の発行

に関し、本社債の転換価額（以下に定義する。）の算式を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいた

します。 

 

 

１．各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額（以下「転換

価額」という。） 

転換価額は、当初、日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規定される方式

による需要状況の結果等を考慮し、平成 25 年９月９日（月）から平成 25 年９月 11 日（水）までの間の

いずれかの日（転換価額等決定日）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値

（当日に終値がない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に、同日に 125％から 130％の範囲内で決定

される値を乗じて算出される金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨

てるものとする。なお、上記計算の結果算出される転換価額が 1,827 円を下回るときは、本新株予約権

付社債の発行を中止する。 

 

２．本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由 

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はでき

ず、かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、本社債と本新株予約

権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権の価値と本社債には利息が付されないこ

とおよび本社債の払込金額等その他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本新株

予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととした。 
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＜ご参考＞本新株予約権付社債の概要（平成25年８月27日公表） 

(１) 社債総額 金150億円 

(２) 申込期間 

 

転換価額等決定日の翌営業日から転換価額等決定日の２営業日後の

日まで。 

(３) 払込期日 

（新株予約権の割当日） 

平成25年９月17 日(火)から平成25年９月19 日(木)までの間のいず

れかの日。ただし、転換価額等決定日の５営業日後の日とする。 

(４) 行使請求期間 平成25年11月１日から平成30年９月14 日までの間 

(５) 償還期限 平成30年９月19日 

 

以 上 

 

 


